
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

②

使
用
者
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
対
し
て

（
新
設
）

明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
を
事
実
と
異
な
る
も
の
と
し
て
は
な

ら
な
い
。

③

法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
項

②

法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
昇
給
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
昇
給
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

）
と
す
る
。

と
す
る
。

④

法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
労
働
者

③

法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
労
働
者

に
対
す
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
書
面
の
交
付
と
す
る
。

に
対
す
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
書
面
の
交
付
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
労
働
者
が
同
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
当
該
方
法
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
す
る
送
信
の
方
法

二

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
送
信
の
方
法

（
当
該
労
働
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り

書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

第
六
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法

第
六
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
の
三
、
法
第
三
十
二
条
の
四
第

の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
、
法
第
三
十
四
条

一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項

第
二
項
た
だ
し
書
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
法
第

た
だ
し
書
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
法
第
三
十
七

三
十
七
条
第
三
項
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
、
法
第
三
十
八
条
の
三
第

条
第
三
項
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
、
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
、

一
項
、
法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
六
項
及

六
項
及
び
第
九
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働

び
第
七
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過



者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」

半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」
と
い
う

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

二

法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者

実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者

で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

②

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
八

②

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
八

条
第
二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、

条
第
二
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
、

第
六
項
及
び
第
九
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労

第
六
項
及
び
第
七
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労

働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

③

（
略
）

③

（
略
）

④

使
用
者
は
、
過
半
数
代
表
者
が
法
に
規
定
す
る
協
定
等
に
関
す
る
事
務
を

（
新
設
）

円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
二
条

常
時
十
人
に
満
た
な
い
労
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
法
第
三

第
十
二
条

常
時
十
人
に
満
た
な
い
労
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
法
第
三

十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
よ
る
定
め
を
し
た
場
合

十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
よ
る
定
め
を
し
た
場
合

（
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
協
定
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
五
項
に
規

（
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
協
定
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
同
条
第
一
項
の
委
員
会
（
以
下
「
労
使
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
決

定
す
る
同
条
第
一
項
の
委
員
会
（
以
下
「
労
使
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
決

議
（
以
下
「
労
使
委
員
会
の
決
議
」
と
い
う
。
）
及
び
労
働
時
間
等
の
設
定

議
（
以
下
「
労
使
委
員
会
の
決
議
」
と
い
う
。
）
及
び
労
働
時
間
等
の
設
定

の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
「
労
働

の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
「
労
働

時
間
等
設
定
改
善
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定

時
間
等
設
定
改
善
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
時
間

改
善
委
員
会
の
決
議
（
以
下
「
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
」
と

等
設
定
改
善
委
員
会
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
時
間
等
設
定
改
善

い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
よ
る
定
め
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
こ
れ

委
員
会
と
み
な
さ
れ
る
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
衛
生
委
員
会
（
同
法
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
安
全
衛
生
委
員
会
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
決
議
（
以
下
「
労
働
時
間
等
設
定

改
善
委
員
会
の
決
議
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
よ
る
定
め
を
し
た
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
こ
れ
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
三

法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

第
十
二
条
の
三

法
第
三
十
二
条
の
三
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事



規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

同
じ
。
）
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
清
算
期
間
が
一
箇
月
を
超
え
る

（
新
設
）

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
協
定
（
労
働
協
約
に
よ
る
場
合

を
除
き
、
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決

議
を
含
む
。
）
の
有
効
期
間
の
定
め

②

法
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
の
二
第

（
新
設
）

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
号
の
三
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
号
（

第
十
六
条

使
用
者
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
を
す
る
場
合
に
は
、

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
定
め
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

時
間
外
又
は
休
日
の
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由
、
業
務
の
種

様
式
第
九
号
の
二
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な

類
、
労
働
者
の
数
並
び
に
一
日
及
び
一
日
を
超
え
る
一
定
の
期
間
に
つ
い
て

ら
な
い
。

の
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
又
は
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
休
日
に

②

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業

つ
い
て
、
協
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
号
の
三
に

②

前
項
の
協
定
（
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
有
効
期
間
の

よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
を
す
る
も
の
と
す
る
。

③

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
（
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等

③

前
二
項
の
規
定
は
、
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委

設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
更

員
会
の
決
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

新
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
者
は
、
そ
の
旨
の
協
定
を
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
前
二
項
の
届
出
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
号
（

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
事

第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
協

項
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
協
定
に
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
に

定
の
内
容
を
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
付
記
し
て
届
け

関
す
る
定
め
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
二
、
労
使
委
員
会
の
決
議
を
届
け
出

一

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
（
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
三
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の

の
有
効
期
間
の
定
め

決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
四
）
に
よ
り
、
所
轄
労



二

法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
一
年
の
起
算
日

働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

法
第
三
十
六
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す

②

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
（
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労

こ
と
。

働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

四

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
限
度
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
限
度

。
）
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
者
は
、
そ
の
旨
の
協
定
を
所
轄

時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
前
項
の
届
出
に
か
え
る

五

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び
福
祉
を

こ
と
が
で
き
る
。

確
保
す
る
た
め
の
措
置

六

限
度
時
間
を
超
え
た
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
の
率

七

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続

②

使
用
者
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
記
録
を

同
項
第
一
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

前
項
の
規
定
は
、
労
使
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員

会
の
決
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
八
条

法
第
三
十
六
条
第
六
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
健
康

第
十
八
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
の
延

上
特
に
有
害
な
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

長
が
二
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
業
務
は
、
次
の
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

第
十
九
条
の
二

使
用
者
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
協
定
（
労
使
委
員
会

第
十
九
条
の
二

使
用
者
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
協
定
を
す
る
場
合
に

の
決
議
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

善
法
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
企
業
委
員
会
の
決
議

を
含
む
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
二
十
四
条
の
五

使
用
者
は
、
法
第
三
十
九
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
十
労
働
日
以
上
の
有
給

休
暇
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
五
日

に
つ
い
て
は
、
基
準
日
（
同
条
第
七
項
の
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に



お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
前
の
日
で
あ
つ
て
、
十
労
働
日
以
上
の
有
給
休
暇
を

与
え
る
こ
と
と
し
た
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
の
七
に
お
い
て
「

第
一
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
に
、
そ
の
時
季
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
が
法
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
十
労
働
日
以
上
の
有
給
休
暇
を
基
準
日
又
は
第
一

基
準
日
に
与
え
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
当
該
基
準
日
又
は
第
一
基
準
日
か
ら

一
年
以
内
の
特
定
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
の
七
に
お
い
て
「

第
二
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
新
た
に
十
労
働
日
以
上
の
有
給
休
暇
を
与
え

る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
履
行
期
間
（
基
準
日
又
は
第
一
基
準
日
を
始
期
と

し
て
、
第
二
基
準
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
を
終
期
と
す
る
期
間
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
を
十
二
で
除
し
た
数
に
五
を
乗

じ
た
日
数
に
つ
い
て
、
当
該
履
行
期
間
中
に
、
そ
の
時
季
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
期
間
又
は
前
項
の
履
行
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
経
過
し
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
最
後
に
一
年
未
満

の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
）
の
初
日
を
基
準
日
と
み
な
し
て
法

第
三
十
九
条
第
七
項
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。

④

使
用
者
が
法
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
有
給

休
暇
の
う
ち
十
労
働
日
未
満
の
日
数
に
つ
い
て
基
準
日
以
前
の
日
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
に
与
え
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お

い
て
、
特
定
日
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
十
労
働
日
未
満
の
日
数
が
合
わ

せ
て
十
労
働
日
以
上
に
な
る
日
ま
で
の
間
の
特
定
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
を

第
一
基
準
日
と
み
な
し
て
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
よ
り
前
に
、
同
条
第
五
項
又
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
与
え
た
有
給
休
暇
の
日
数
分
に
つ
い
て
は
、
時
季
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
与
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
四
条
の
六

使
用
者
は
、
法
第
三
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
労
働

（
新
設
）

者
に
有
給
休
暇
を
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
与
え
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
を
当
該
労



働
者
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
時
季
に
つ
い
て
当
該
労
働
者
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

使
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
七

使
用
者
は
、
法
第
三
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
り
有
給
休
暇
を
与
え
た
と
き
は
、
時
季
、
日
数
及
び
基
準
日
（
第

一
基
準
日
及
び
第
二
基
準
日
を
含
む
。
）
を
労
働
者
ご
と
に
明
ら
か
に
し
た

書
類
（
第
五
十
五
条
の
二
に
お
い
て
「
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
」
と
い
う
。

）
を
作
成
し
、
当
該
有
給
休
暇
を
与
え
た
期
間
中
及
び
当
該
期
間
の
満
了
後

三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

法
第
三
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
所
定
労
働
時
間
労
働
し

第
二
十
五
条

法
第
三
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
所
定
労
働
時
間
労
働
し

た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
通
常
の
賃
金
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定

た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
通
常
の
賃
金
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ

し
た
金
額
と
す
る
。

て
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

②

法
第
三
十
九
条
第
九
項
本
文
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

②

法
第
三
十
九
条
第
七
項
本
文
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
額
の
賃
金
は
、
平
均
賃
金
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金

算
定
し
た
額
の
賃
金
は
、
平
均
賃
金
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

額
を
そ
の
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
の
賃
金
と
す
る
。

た
金
額
を
そ
の
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
の
賃
金
と
す
る
。

③

法
第
三
十
九
条
第
九
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

③

法
第
三
十
九
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
金
額
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

よ
り
算
定
し
た
金
額
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
三
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金

四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
三
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金

額
（
そ
の
金
額
に
、
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

額
（
そ
の
金
額
に
、
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ

、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ

る
も
の
と
す
る
。
）
を
そ
の
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
金
額
と

る
も
の
と
す
る
。
）
を
そ
の
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
金
額
と

す
る
。

す
る
。

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

②

使
用
者
は
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

②

使
用
者
は
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の

労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の



書
面
に
よ
る
協
定
（
労
使
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数

書
面
に
よ
る
協
定
（
労
使
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数

に
よ
る
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
第
七
条
の
労
働
時
間
等
設
定
改

に
よ
る
決
議
及
び
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
第
七
条
第
一
項
の
労
働
時
間
等

善
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
を
含
む
。

設
定
改
善
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
決
議
を

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
又
は
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
又
は
就
業
規
則
そ
の
他

準
ず
る
も
の
に
よ
り
、
一
箇
月
以
内
の
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の
労

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
、
一
箇
月
以
内
の
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た

働
時
間
が
四
十
四
時
間
を
超
え
な
い
定
め
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項

り
の
労
働
時
間
が
四
十
四
時
間
を
超
え
な
い
定
め
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は

に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
定
め
に

、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

よ
り
、
特
定
さ
れ
た
週
に
お
い
て
四
十
四
時
間
又
は
特
定
さ
れ
た
日
に
お
い

定
め
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
週
に
お
い
て
四
十
四
時
間
又
は
特
定
さ
れ
た
日

て
八
時
間
を
超
え
て
、
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
お
い
て
八
時
間
を
超
え
て
、
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

（
略
）

③

（
略
）

④

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
（

④

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
二
条
の
四
又
は
第
三

同
項
第
二
号
の
清
算
期
間
が
一
箇
月
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の

）
、
第
三
十
二
条
の
四
又
は
第
三
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
労

規
定
は
適
用
し
な
い
。

働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
二
十
五
条
の
三

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項

第
二
十
五
条
の
三

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
第

に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
第

三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
使
用
者
に
つ
い
て

三
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
使
用
者
に
つ
い
て
、
第
十
二
条

、
第
十
二
条
及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三

及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ
る
定

項
に
よ
る
定
め
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第

め
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
二
項
の
協
定

二
項
の
協
定
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
の
六
の
規
定
は
前
条
第
二
項
の
使
用
者

に
つ
い
て
、
第
十
二
条
の
六
の
規
定
は
前
条
第
二
項
の
使
用
者
に
つ
い
て
準

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
五
十
五
条
の
二

使
用
者
は
、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
、
第
五
十
三
条
に
よ

第
五
十
五
条
の
二

使
用
者
は
、
第
五
十
三
条
に
よ
る
労
働
者
名
簿
及
び
第
五

る
労
働
者
名
簿
又
は
第
五
十
五
条
に
よ
る
賃
金
台
帳
を
あ
わ
せ
て
調
製
す
る

十
五
条
に
よ
る
賃
金
台
帳
を
あ
わ
せ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
六
条

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十

第
六
十
六
条

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
ハ
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
ハ
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

送
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
四
輪
以
上
の



）
に
お
け
る
四
輪
以
上
の
自
動
車
（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用

自
動
車
（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
自
動
車
で

に
供
せ
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
当
該
自
動
車
に
よ
る
運
送
の
引
受
け
が

あ
つ
て
、
当
該
自
動
車
に
よ
る
運
送
の
引
受
け
が
営
業
所
の
み
に
お
い
て
行

営
業
所
の
み
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
の
業
務
に
従
事

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、

す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
業
務
に
従
事

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
法

す
る
も
の
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
の
労
働
時
間
の

め
る
一
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
、
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か

限
度
は
、
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
十

わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
十
六
時
間
と
す
る
。

六
時
間
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
六
十
八
条

削
除

第
六
十
八
条

法
第
百
三
十
八
条
に
規
定
す
る
中
小
事
業
主
の
事
業
に
係
る
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
割
以
上
（
そ
の

時
間
の
労
働
の
う
ち
、
一
箇
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間
の

延
長
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
七
割
五
分
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
五

割
以
上
」
と
す
る
。

第
六
十
九
条

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業

二

事
業
場
の
所
属
す
る
企
業
の
主
た
る
事
業
が
法
別
表
第
一
第
三
号
に
掲

げ
る
事
業
で
あ
る
事
業
場
に
お
け
る
事
業

三

工
作
物
の
建
設
の
事
業
に
関
連
す
る
警
備
の
事
業
（
当
該
事
業
に
お
い

て
労
働
者
に
交
通
誘
導
警
備
の
業
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）

②

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
一
般
乗
用

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
業
務
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
）
の
業
務
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
（
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
を
い
う
。
）
の
業
務
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
同
号
ロ

に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
）
の
業
務
そ
の
他

四
輪
以
上
の
自
動
車
の
運
転
の
業
務
と
す
る
。



第
七
十
条

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
三
十
九
条
第

（
新
設
）

二
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
百
四
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
様
式

第
九
号
の
四
（
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の

二
第
二
項
の
協
定
の
内
容
を
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
付
記
し
て
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
五
、
労
使

委
員
会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
六
、
労
働
時

間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号

の
七
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
十
一
条

読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
平
成

（
新
設
）

三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七

号
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。


